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研究要旨：がん対策推進基本計画の重点項目「がん登録の推進」であげられた目標達成の

ため、がん診療連携拠点病院（以下、拠点病院）などにおける院内がん登録の標準化を推

進し、院内の情報システム系との円滑な利活用を図るため、１）登録様式の標準化、２）運用

体制・手順の標準化、３）登録支援ソフトウェアの開発・改善、４）拠点病院全国集計結果の

分析・利用と公表手法の検討の４つの課題について研究を行った。 

１）登録様式の標準化では、「がん登録等の推進に関する法律」（がん登録推進法）の公布

を受け、政省令で定めることとなる項目定義等の変更についての検討を継続して行った。ま

た、米国の Collaborative Staging Ver.2 のサブセット版を試験運用し、データの妥当性と

可用性を検討した。２）運用体制・手順の標準化では、登録手順の標準化に向けて、登録候

補見つけ出しでの問題点を検討するとともに、全国集計データ提出時の品質管理サーバー

を改善・運用した。また、地域がん登録での生存確認調査との協力体制を検討した。３）登録

支援ソフトウェアの開発・改善では、研究班で開発した院内がん登録システムである

Hos-CanR plus の提供を行うとともに、そのサブシステムを開発・改善した。４）拠点病院全

国集計結果の分析・利用と公表手法の検討については、精度評価のための指標の検討・策

定を行うとともに、全国集計の効率化に向けて情報収集システムを運用した。 

以上、第四年度は、継続的に研究を実施して、手順を含めた標準化への取組みを進める

とともに、法施行に向けての課題を検討した。また、実務的にも研究成果を踏まえたシステム

の提供・運用を継続して行った。 



Ａ．研究目的 

 がん診療連携拠点病院などにおいて実施

される院内がん登録の標準化を推進という

大きな目的のため、がん診療連携拠点病院

全国集計の分析を通じて、より実効性のあ

る標準的な様式・手順を集計結果の提示方

法および研究における利用方法も含めてモ

デル的に確立・提示することが本研究の目

的である。また、あわせて、がん登録実務

者を中心とした手順・登録内容の標準化、

および他のシステムと連携した標準的ソフ

トウェアの提供を通じて、精度の高い院内

がん登録の実現をめざす。 

 

B. 研究方法 

 がん診療連携拠点病院などにおいて実施

される院内がん登録の標準化を推進し、院

内の情報システム系との効率的な連携を図

るため、以下の４点の検討・開発を行う。 

１）登録様式に関する検討 

a) 標準登録様式の定義・コーディングル

ールの確立 

研究分担者の他、地域がん登録関係者な

どとも共同し、登録項目の定義やコーディ

ングルールの検討を継続して行い、標準登

録様式改定案を策定する。 

b) 詳細病期分類コード導入の検討 

米国で運用されている Collaborative 

Staging version 2（CSv2）は、UICC 改訂

に大きな影響を与えるなど、がん診断情報

の基盤としてきわめて有用であるため、こ

うした詳細な病期分類コード体系のわが国

への運用実験を行う。CSv2 の Subset 版を

構築して、わが国でのテスト運用を 1～2 年

かけて行い、導入方法を模索する。 

 

２）運用体制・手順の標準化の検討 
a) がん登録実務者の育成 

登録業務の中核を担うがん登録実務者の

育成とそのスキルの向上をめざし、UICC 

TNM 分類第 7 版に対応した教材の作成や

カリキュラムの改善を実施した上で、国立

がんセンターがん対策情報センターと連携

して院内がん登録初級実務者研修会、中級

実務者研修会を実施しつつ、登録実務者な

どの協力を得て、この教材およびカリキュ

ラムの検討・評価を行う。また、欧米にお

いて2010年から適用されているUICC第7

版に関して、テキストなど教材の作成を行

い、初級修了者研修会で利用する。 

b) 登録手順・体制に関する検討 

運用体制・手順の標準化については、臨

床医師に負担をかけない院内がん登録の実

施を目標として、特にネットワークを通じ

たデータ提供・収集の仕組みの実証的な実

験を通じて、より即時性が高く、効率的な

運用方法を策定・提示する。 

３）登録支援ソフトウェアの開発・改善 

既に国立がん研究センターで開発済の

Hos-CanR を母体に、院内の情報システム

系との連携機能を強化するとともに、UICC

第 7 版を初め、各種取扱い規約に対応した

がん診療連携拠点病院等での運用を前提と

した院内がん登録支援ソフトウェアの開

発・改善を行った上で、その実証的な運用

を通じてソフトウェアの実効性を評価する。

また、診療科データベースを含めた他のシ

ステムとの連携機能を強化して、登録精度

の向上をめざす。 

４）がん診療連携拠点病院全国集計結果の

分析・利用と公表手法の検討 

a) 全国集計結果の分析と集計方法・研究



利用方法の検討 

がん診療連携拠点病院全国集計情報から

詳細な分析あるいは追加的な調査研究を行

い、これらのデータの研究利用の方法につ

いても検討・策定する。また、標準的な集

計方法の検討・改善を継続的に行う。 

b) 全国集計結果公表手法の検討 

今後、全国集計で得られる生存率等の情

報も含めた集計結果の公表について、結果

がより適切に利用・解釈されるようにその

方法を検討・提示する。 

 

C. 研究結果 

１）登録様式に関する検討 

a) 標準登録様式の定義・コーディングル

ールの確立 

平成 25 年度は全ての研究分担者間での

検討をもとに、標準登録様式改定案（表 1）

を策定し、地域がん登録関係の意見も聴取

して修正・提示した。特に平成 25 年 12 月

13 日に公布された「がん登録等の推進に関

する法律」（平成 25 年法律第 111 号、以下、

『がん登録推進法』）においては、地域がん

登録の発展形としての全国がん登録の項目

は厚生労働省令で（同法第 6 条）、院内がん

登録の項目は厚生労働大臣が定める指針で

（同法第 44 条）で定めることになると想定

されていることから、本改定案はそのたた

き台としての意味を持つことになる。主た

る改訂項目は、1) アメリカの Class of Case

（症例区分）にあたる部分を「診断施設」

「治療施設」の 2 項目に分離し、「治療施設」

に、他施設で初回治療が開始されて、初回

治療の継続を自施設で行ったケースを選択

肢として追加した、2) UICC TNM 分類を

亜分類まで含めた形とし、3 桁コードで表

すこととした、3) 治療に関する項目を①自

施設、②他施設（自施設受診前）、③他施設

（自施設受診後）の3つに分けたこと、4) 免

疫療法、TAE、PEIT、焼灼療法等を独立さ

せず、「その他の治療」に合わせたこと、5) 

「症状緩和的な治療」を新設したこと、が

主な変更点であるが、その他「部位の側性」

「診断根拠」を全国がん登録で想定される

項目に合わせたことや全体の選択肢番号に

意味を持たせ、7 または 77 を「該当なし」、

8 または 88 を「その他」、9 または 99 を「不

明」としたこともあげられる。 

基本的な考え方は、全国がん登録の項目

と上位互換性をもたせ、院内がん登録の項

目のサブセットを抽出することで、そのま

ま全国がん登録に提出が可能となることで

あり、過去数年の登録実績を踏まえて、混

乱しやすい部分や追加的に情報把握が必要

な部分を追加・修正することであった。 

今後、後継研究班にて、適用決定までの

間、その整合性の検討を継続することにな

るものと考えられる。 

b) 詳細病期分類コード導入の検討 

米国で運用中の Collaborative Staging

などの詳細な病期分類コード体系のわが国

の登録様式への導入検討をするため、沖縄

県の 4 病院の協力を得て、主要 5 部位に対

する CSv2 入力の試験的運用を継続した。

増田および東研究分担者は、847 症例の入

力に必要な時間を計測し、全がんで 21 分

（20～23 分：95%信頼区間）を要すること、

がん種により所要時間が異なることを報告

した。こうした結果から、少なくとも主要

5 部位については、2011 年がん診療連携拠

点病院院内がん登録全国集計（以下、全国

集計）では集計件数：563,422 件のうち、



約 47 万件：症例区分 2 または 3）に及んで

おり、各がん種ごとの所要時間を CSv2 を

適用した場合、単純計算で 1施設あたり 411

時間、約 0.24 人分の追加労働が発生すると

考えられた。 

表 2．CS の入力時間と想定負荷（時間） 

がん種 
平均時間

（分） 
95% 

信頼区間 
1 施設の 
追加時間 

全がん 21 20-23 411 

胃 26 23-29  65 

結腸 17 14-19 31 

直腸 26 16-24 25 

肝細胞癌 34 27-40 20 

胆管細胞癌 33   8-57 23 

肺癌 28 26-31 63 

乳癌 22 21-40 39 

（平成 24 年度研究報告書 一部再掲） 

 

２）運用体制・手順の標準化の検討 

a)がん登録実務者の育成 

医師への負担増を避け、精度の高い登録

を実現するには各連携拠点病院へのがん登

録実務者の配置とその能力の向上を図るこ

とが必要である。本研究班においても、国

立がん研究センターがん対策情報センター

が実施している院内がん登録実務者研修に

対して協力しており、東研究分担者は初級

修了者研修の中で、施設で活かせる情報を

どう作成・検討するかという観点から

Quality Indicator の解説を行った。従来か

ら関わってきた研修の開催方法やカリキュ

ラムについての検討は、がん対策情報セン

ター「がん登録研修専門家パネル」で行わ

れることになり、研究班としての関与は減

少してきているが、研究班内での議論を元

に、研究代表者が提案するなどの形で間接

的に協力・関与してきた。平成 25 年度も術

中所見や試験開腹術等における TNM 分類

での病期分類の考え方や体腔鏡的治療の範

囲など標準登録様式について検討した内容

を、研修に反映させてきた。 

b) 登録手順・体制に関する検討 

運用体制・手順の標準化については、昨

年度までの研究成果を踏まえ、登録候補見

つけ出し（casefinding）の手順が異なると

登録の歩留まり（的中率：候補として上げ

られた症例に対して新規に登録対象となっ

た症例の割合）が変わる他、かなりのばら

つきが存在してることが昨年度の岡村研究

分担者の研究で指摘されており、登録の効

率化や精度向上を考えた場合、casefinding

手順の標準化が必要と考えられた。 

研究班として試みに提示するcasefinding

手順としては、1) 退院情報の処理を並行し

て担当している部署が院内がん登録を実施

している施設の場合と、2) 院内がん登録を

独立して実施しており、他の診療情報管理

業務は別の部署が実施しており、連携して

いない施設の場合に大別される。 

 前者はいわゆる市中病院に多く、後者は

腫瘍センター等の設置が必要な大学病院な

どに多く見られる業務形態であることから、

前者を一般病院型、後者を大学病院型と呼

ぶこととする。一般病院型では、退院時要

約をもとに、病名や入院中に施行された手

術・処置等をまとめる、いわゆる病歴管理

が実施されており、その業務の中で院内が

ん登録も行われることが効率的であろう。

こうした施設については入院症例について

は病歴業務の中で casefinding が可能であ

り、非入院症例について casefinding 業務

が発生することとなる。一方、大学病院型

では入院症例についても一般病院型の非入



院症例と同様の casefinding が必要となる。

この casefinding 業務の基本は、①病名リ

ストの作成、②病理検査施行例のリスト作

成、さらに可能であれば③紹介状・診療情

報提供書リストからの抽出、④腫瘍に対す

る薬剤（抗腫瘍剤と内分泌薬）使用症例リ

ストの作成、を行って、対象症例リストを

作成することにある。リストの作成は、情

報がある程度固定される時期を考慮する必

要があり、およそ 3 ヶ月遅れで 1～3 ヶ月分

の情報を収集して行うことが望ましい。 

病名リストの作成は、C コードと呼ばれる

C00.0～C97、上皮内癌の D00.0～D09.9、

頭蓋内良性腫瘍の D32.0・D32.9・D33.0～

D33.3、下垂体等の良性腫瘍の D35.2～

D35.4、頭蓋内性状不詳腫瘍の D42.0・

D42.9・D43.0～D43.3、下垂体等の性状不

詳腫瘍の D44.3～D44.5、MDS に関連した

D45～D46.9、骨髄増殖性腫瘍などの D47.1

などは登録対象となるため、少なくともこ

れらのコードを含む病名がつけられた症例

はリストから漏れないように留意する必要

がある。それ以外にも表 3 の下段に示す登

録対象に含まれる可能性があるコードにつ

いてもリスト作成にあたって含めることが

望ましい。こうして作成されたリストは一

つの対象症例探索症例リストとして統合さ

れ、カルテ等の診療情報を用いて 1 例 1 例

登録症例であるかを確認する作業（登録対

象確認作業）が実施されるべきである。そ

の際、施設による特性を踏まえて、一部の

確認対象症例をより簡易に確認する方法を

取り入れても良いと考えられる。例えば、

ポリープ系の病名についてはほぼ全例が生

検等による病理学的確認が行われていう施

設であれば、ポリープ系の病名は確認対象

から除外する、というような手法である。

ただし、こうした場合は必ず 1～3 ヶ月分の

データを用いて、ほとんどの症例で登録対

象とならないということを確認・検証する

作業を事前に行っておくことが必要であり、

casefinding 作業での品質管理して、数年に

1 回は反復して行うことが望ましいと考え

られる。確認作業が終了した後は、通常の

登録作業となるが、この登録方法について

も登録時に行える簡単なエラーチェックと

比較的高度なエラーチェックを分離して考

えることを提案したい。前者の簡単なエラ

ーチェックは、頻繁な変更が行われる可能

性が少ないことからロジックを公開し、ソ

フトウェアベンダーが公開情報を用いて実

装する形とし、比較的変更の多い①部位と

組織型のマッチング、②病期分類関連チェ

ックなどは、後者に分類して、全国集計時

に行えるようにする。特に全国がん登録関

連部分は可能な限りエラーチェックロジッ

クを固定とし、ソフトウェアに実装するこ

とで、全国がん登録の精度向上が期待でき

る。 

以上のように業務手順をガイドラインの中

に盛り込むべく、後継研究班として検討を

継続していくことが望まれる。 

 

３）登録支援ソフトウェアの開発・改善 

 a)Hos-CanR Plus の開発・改善 

先行研究班で開発された支援ソフトウェ

アである Hos-CanR をベースとした後継シ

ステムである Hos-CanR Plus を開発し、平

成 24 年 5 月に公開した。電子カルテなどと

のやりとりができる「リンク機能」は継承

しつつ、診療報酬データとして多くの施設

で標準的に作成される E/F ファイルを読み



込むことで、casefinding のもととなるデー

タベースが構築され、そのデータを用いて

最終来院日や検査・治療内容の参照が可能

となるシステムとして開発した。診療報酬

改定の影響で E/F ファイル等を含めた読み

込みファイル形式の確定が遅れており、確

定次第、実装して公開の予定である。 

Hos-CanR Plus の関連システムとして、

国立がん研究センター中央病院で開発・試

験運用中の DPC のデータ作成など退院サ

マリ等の処理を含む診療情報管理システム

（ADMS-Hos：仮称）も連動する形で開発・

検証を進めてきた。ADMS-Hos は、いわゆ

る病歴管理を行うシステムであり、退院患

者の情報を診療記録を元に、診療情報管理

士等が病名、手術・処置、化学療法のレジ

メン、放射線療法の内容（照射部位、照射

線量など）を入力して管理するシステムで

ある。病名はバイオバンク事業等において

きわめて重要であり、いわゆるレセプト病

名ではなく、診療情報管理部門で精製され

た精度の高い病名と病名コードが保管され

る。また付加情報として手術・処置がレセ

プト側の K/J コードを参照して対応する外

保連コード注）を選択できる機能を有して

おり、このコードの採用によって NCD

（National Clinical Database）との連携も

視野に入ってくることになる。また、レジ

メンや放射線療法というがん診療に特化し

た部分は、今後他疾患系に特化した追加登

録票を実装することで拡張できる構造を有

している。従来から、Hos-CanR 系システ

ムは院内がん登録に特化することで、その

機能の充実を図ってきたが、がん登録のみ

ならず総合的に診療情報管理と連携できる

システム化が期待されてきたことから、今

後はこうした拡充も検討を進めていく必要

があろう。なお、本システムは国立がん研

究センター中央病院での試用実績から、平

成 26 年度以降、東病院でも運用を開始を予

定しており、標記 2 病院での運用実績を元

に、公開の準備も進めている。 

また、津熊研究分担者は相対生存率計算

のためのソフトウェアの仕様を確定し、現

状の院内がん登録で利用できるソフトウェ

アの開発の検討を開始した。 

 b)診療科データベースの開発 

自由度が高く、院内がん登録とも円滑に

情報交換ができる診療科データベースの開

発・提供は、登録に対する医師の協力を得

る上でもきわめて有用であると考えられる。

他の研究班でも検討されているが、院内が

ん登録と臓器がん登録との連携を視野にい

れた、使いやすい標準的診療科データベー

スを構築することが現実的と考えられる。

固武研究分担者は、NCD（National Clinical 

Database）と連携した大腸癌診療科データ

ベースを大腸癌研究会で開発し、取扱い規

約第 8 版に発行に合わせて更新した。重複

症例の取扱いなど、今後院内がん登録や全

国がん登録との連携が課題解決につながる

可能性を示唆した。 

 

４）がん診療連携拠点病院全国集計結果

の分析・利用と公表手法の検討 

a) 全国集計結果の分析と集計方法・研究

利用方法の検討 

研究班では研究分担者がそれぞれの立場

で拠点病院全国集計情報から詳細な分析あ

るいは追加的な調査研究を行っている。こ

うしたデータ利用については、研究班のみ

ならず、都道府県がん診療連携拠点病院連



絡協議会がん登録部会データ利用審査委員

会が、本研究班で検討した規約を土台にし

たデータ利用規約に基づく利用申請に対し

て審査を行っており、拠点病院においても

データ利用が拡大しつつある。津熊研究分

担者は都道府県に還元された全国集計のデ

ータの利用規約を策定し、全国ベースでは

なく、都道府県内の施設が利用しやすい形

態を提案した。 

柴田研究分担者は、小児がん拠点病院の

整備等、小児がんに関する体制整備ががん

対策推進基本計画でもうたわれていること

から、2011 年全国集計において国際小児が

ん分類第 3 版（ICCC-3）に基づく集計を実

施して、全国集計報告書に掲載した。小児

がん登録についても今後検討が進むと考え

られるが、少なくともある程度の精度で収

集できている地域がん登録および院内がん

登録の立場からの現状把握と評価は当面は

継続して進めていく必要があるものと考え

られる。 

西本研究代表者は、研究協力者と共同し

て、昨年度は大腸癌における TNM の組合

せと病期の一致率を比較したが、今年度は

主要 5 部位以外において cTNM の登録内容

に間違いが生じているケースの分析を行っ

た。表４のように子宮頸癌や前立腺癌では

cTNM において病期と一致しない等のエラ

ーと考えられる率は 1.5～1.7%と、2007 年

の主要 5 部位のエラー率に相当するレベル

であることがわかった。また、食道癌、膵

臓癌は病期分類における、より高いエラー

が生じている。特に N 分類において UICC 

TNM 分類第 6 版（2011 年全国集計では第

6 版が使用されている）では、食道・膵臓

ともに N0 または N1 がその範囲であるに

もかかわらず、N2 あるいは N3 が入力され

ており、その割合は評価対象症例の食道

癌：2.4％、膵臓癌：1.8％となっており、

取扱い規約の病期情報ををのまま転載して

いる可能性が高い。こうした施設は食道癌

で 73 施設、膵臓癌で 52 施設、重複してい

る施設は 28 施設と、全体の 15～20%の施

設に及んでいる。しかし重複している施設

と、昨年度実施した大腸癌の同様の調査研

究での UICC に存在しない N3 を入力して

いた 21 施設がほぼ重なっており、これらの

施設では構造的に取扱い規約主体で登録さ

れている可能性が考えられた。昨年度の膀

胱癌や前立腺癌で検討した登録精度評価も

合わせて検討すると、若干の乖離はあるも

のの中級者以上の実務者の配置ともある程

度は相関しており、中級実務者が勤務する

施設からのデータについて、主要 5 部位以

外の解析・評価を検討する時期が来ている

ものと考えられた。 

 
b) 全国集計結果公表手法の検討 

猿木研究分担者は、群馬県地域がん登録

の事例をもとに、昨年度に引き続き、院内がん

登録の普及に伴う地域がん登録の精度向上を

示した。特に、個人情報保護条例の改正によ

って、住基ネットを利用した生存確認調査の結

果を医療機関に提供することが可能となり、生

存率算定が円滑に行えることから、登録に協

表 3．cTNM のエラー率 
2011 年 エラー症例 評価対象 

子宮頸癌 326 例 
1.7% 

18,675 例 

前立腺癌 552 例 
1.5% 

37,353 例 

食道癌 386 例 
2.4% 

15,884 例 

膵臓癌 460 例 
3.2% 

14,461 例 



力する施設が増加した一つの要素であると推

察した。昨年度問題となった他県から流入した

患者分の生存確認調査については、がん登

録推進法の実施により解決する可能性が高く

なったことから、生存率算定については課題

解決が図られつつあるとの認識を示した。しか

しながら、5 年生存率の算定にがん登録推進

法に基づく生存確認情報（死亡情報）の提供

が行えるのは、2016 年以降の症例であること

から、2022 年を待たねばならない。今後、8 年

程度は現在の予後調査の課題は継続して存

在することになると考えられる。 

 

D. 考察 

全体を通して、研究第 4 年度・最終年度

の研究としては、提言等の今後の向けての

取組が成果として上げられる。 

標準登録様式改定案は今後 10 年近く渡

るわが国のがん登録（全国がん登録・院内

がん登録）のあり方に大きく影響を与える

と思われる。特に患者・国民にも提供でき

る「役に立つがん登録」、データと活用に重

点を置くがん登録推進法の精神にかなった、

施設別の診療実態を示すような活用が望ま

れるところである。また、施設あるいは実

務者間で解釈等の異同が生じないように、

標準登録様式マニュアル等の整備が望まれ

る。 

Collaborative Staging については、米国

等では 2010 年から採用されており、昨年度

も提案したが、少なくとも一部の施設での

運用実績を積み重ねることを前向きに検討

する必要があると考えられる。所要時間に

ついても、施設への負荷が雇用ベースで

0.25人程度発生するという点は平成26年4

月に改定された新しい拠点病院の指定要件

での院内がん登録実務者の「専任：勤務時

間の 50%」→「専従：同 80%」と変更にな

った点を考慮すると、実際の適用も十分視

野に入ってきたものと考えられる。データ

の利活用などの業務量増大や全国がん登録

実施に伴う新しい様式への研修・習熟など

の課題もあることから、平成 28 年前後から

試験的に拡大を検討することが望ましいと

考えられ、試験的拡大を 1～2 年で定着でき

れば、予後情報の精度向上と相まって、

UICC TNM 分類改定時のわが国のデータ

に基づく提案も夢ではなくなるものと考え

られる。 

運用における問題点、特に Casefinding

手順に関する相違がデータに与える影響は

きわめて大きく、昨年度課題として上がっ

た、従来不十分であった procedure の標準

化についても検討を行った。がん登録推進

法でいう院内がん登録の「指針」への先駆

的取組みとして、今後も提案検討を行うこ

とが必要と考えられる。特に今研究で提示

した表 2．Casefinding 対象コードリストは

各ベンダーともに欲していたものであり、

これをベースに適宜指摘等を参考に「指針」

に盛り込めるように修正を加えていくこと

が期待される。 

このように手順の標準化を図りつつ、「役

に立つがん登録データ」とするためには、

精度の向上も併せて図る必要がある。特に

病期分類については、実務者研修でも重要

な部分であることから、テキストの策定の

みならず、精度の評価を実際に行う必要が

あることから、全国集計データの解析を継

続してきた。西本研究代表者は 2012 年以降

のデータについては新たな手法の検討が必

要となるが、主要 5 部位以外の部位の精度



向上が次のステップとして必要であろう。

このため、受講試験・修了試験のある中級

者研修という認定に近い制度での研修だけ

でなく、初級修了者研修等で主要 5 部位以

外での病期分類のポイントとなる情報など

を提供することを検討するべきと考えられ

た。この研究結果からの結論は、がん登録

研修専門家パネルに提案され、平成 26 年度

以降の初級修了者研修会では主要 5 部位以

外の部位の病期分類のポイントが講義され

ることとなった。 

データ利用と公表手法については、生存

率に関する検討は十分ではないが、都道府

県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登

録部会が中心となって今後検討されること

が予想される。 

 

Ｅ．結論 

今年度は、最終年度ということもあり、

各課題共に実用的なレベルの提言を中心に

行った。特に、標準登録様式改定案、

casefinding 手順の提案、都道府県単位での

データ利用規程策定については、実施レベ

ルでの提言として、意義深いものと考えら

れる。今後も継続して、発展的に検討を進

めるための枠組みの確立が望まれよう。 

 

Ｆ．健康危険情報 

今年度の研究においても、連結可能匿名

化情報の範囲での運用としており、情報セ

キュリティーの確保などには注意を払って

行った。個人情報を直接扱う研究は実施さ

れておらず、連結可能匿名化された情報で

実施され得ることから、現状で特に問題は

生じていない。 

 

G．研究発表 

研究代表者：西本寛 

がん登録法制化の意義と今後の展開 

腫瘍内科、第13巻第4号 in printing 
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登録対象となるICD-10コード ◎ Casefinding対象とするべきコード
ICD-10コード 部位 名称 MEDISに存在する病名

◎ C00._ ～ C96._ － 悪性新生物 ←
◎ D00._ ～ D09._ － 上皮内癌 ←
◎ D18.0 頭蓋内 頭蓋内血管腫 頭蓋内血管腫
◎ D18.1 － リンパ管腫 リンパ管腫
◎ D32._ → 髄膜の良性腫瘍 ←
◎ D33._ → 脳および中枢神経系の良性腫瘍 ←
◎ D35.2 ～ D35.4 → 下垂体、頭蓋咽頭管、松果体の良性腫瘍 ←
◎ D42._ ～ D43._ → 脳および中枢神経系の性状不詳腫瘍 ←
◎ D44.3 ～ D44.5 → 下垂体、頭蓋咽頭管、松果体の性状不詳腫瘍 ←
◎ D45 － 真性多血症 ←
◎ D46._ － MDS ←
◎ D47.1 － 慢性骨髄増殖性疾患 骨髄増殖性疾患
◎ D47.3 － 本態性血小板血症 本態性血小板血症
◎ D47.7 － リンパ組織・造血器の性状不詳腫瘍 ←
◎ D47.9 － リンパ組織・造血器の性状不詳腫瘍 なし

登録対象が含まれる可能性のあるICD-10コード ★ わが国で追加したコード
ICD-10コード 部位 名称 MEDISに存在する病名
B20 － HIV病 HIVカリニ肺炎
B97.3 － 他に分類される疾患の原因のレトロウィルス なし
B97.7 － 他に分類される疾患の原因の乳頭腫ウィルス なし
D10._ ～ D31._ － 良性腫瘍 ←
D37._ ～ D41._ － 性状不詳腫瘍 ←
D44.0 ～ D44.2 － 性状不詳腫瘍 ←
D44.6 ～ D44.9 － 性状不詳腫瘍 ←
D47.0 － 性状不詳腫瘍 肥満細胞腫
D47.2 － 性状不詳腫瘍 単クローン性異常免疫グロブリン血症

D48._ － 性状不詳腫瘍 ←
D49.0 ～ D49.9 － 性状不詳腫瘍 なし
D63.0 － 腫瘍が原因の貧血 なし
D69.4 ～ D69.6 － 血小板減少症 血小板減少症
D70 － 無顆粒球症 顆粒球減少症
D72.1 － 好酸球増加症 好酸球増加症
D76._ － リンパ細網組織および細網組織球系の疾患 ランゲルハンス細胞組織球症
D89.0 － 多クローン性高ガンマグロブリン血症 ワルデンストレーム高ガンマグロブリン血症

D89.1 － クリオグロブリン血症 クリオグロブリン血症
E34.0 － カルチノイド症候群 カルチノイド症候群
E83.5 － カルシウム代謝障害 カルシウム代謝障害
E88.0 － 血漿タンパク代謝障害 ←
E88.3 － その他の明示された代謝障害 なし

★ G73.1 － イートン・ランバート症候群 イートン・ランバート症候群
★ J70._ － その他の外的因子による呼吸器病態 放射線性肺炎
★ K62.0 － 肛門ポリープ 肛門ポリープ
★ K62.1 － 直腸ポリープ 直腸ポリープ
★ K63.5 － 大腸のポリープ 大腸ポリープ
★ K63.8 － 腸のその他の明示された疾患 小腸ポリープ
★ L57.0 － 日光角化症 光線角化症
★ L58.0 － 放射線皮膚炎 ←

N87._ → 子宮頸部異形成 子宮頚部上皮内腫瘍
N89.0 ～ N89.3 → 膣異形成 腟上皮異形成
N90.0 ～ N90.3 → 外陰異形成  外陰上皮異形成 
O01._ － 胞状奇胎 ←
Q82.2 － 色素性じんま疹 肥満細胞症
Q85.0 － 神経線維腫症（非悪性） 神経線維腫症
R18 － 悪性腹水 血性腹水
R53 － 倦怠及び疲労 全身倦怠感
R59._ － リンパ節腫大  リンパ節腫大 
R85._ － 消化器および腹腔からの検体の異常所見  腹水細胞診陽性 
R87 － 女性生殖器からの検体の異常所見 腟スメア細胞診陽性

★ R90.0 － 頭蓋内占拠性病変 頭蓋内占拠性病変
★ R91 － 肺の画像診断の異常所見 胸部異常陰影

R92 － 乳房の画像診断の異常所見 乳房微小石灰化
T38.8 － 他のホルモン類による中毒 なし
T38.9 － 他のホルモン拮抗薬による中毒 なし
T45.1 － 抗腫瘍薬および免疫抑制薬による中毒 シタラビン中毒
T45.8 － 主として全身および血液に作用する他の薬物による中毒 なし
T45.9 － 主として全身および血液に作用する薬物（詳細不明）による中毒 なし
T66 － 放射線の作用、詳細不明 遅発性放射線壊死
T80.2 － 輸液・輸血・治療用注射に続発する感染症 なし



10 患者ID番号 10 施設で患者に固有にあたえられている番号・記号 ○

◆ 新規
◆

20 １ 第１がん　２ 第２がん　… 当該施設における多重がんの有無の把握が
必要なため

○

新規
◆

30 住民基本台帳ネットワークの検索キーの一つ
のため

○

40
役場照会（戸籍・住民票）による予後調査のために、通称等ではなく、本名を登録
姓と名の間にスペースを入れるなど、分割可能な方法で登録

全国がん登録との連携に必要なため ○ ○

50 性別 1 男　2 女　9 不明 50 1 男　2 女　9 不明 ○ ○

60 生年月日 60 ○ ○

新規
◆

90 北海道～沖縄　その他（外国） 不詳 全国集計及び全国がん登録との連携に必要
なため

○ ○

変更

●

詳細化
100 住所 予後調査や全国がん登録との連携に必要な

ため
○ ○

変更

●

分離
110 当該腫瘍の診療のために初めて自施設を受診した日

当該腫瘍初診日は、
　定義の標準化と品質管理に必要なため

変更

●

分離
130

当該腫瘍に関して治療前の診断過程で、最も確かな検査が実施された日
　　　（他施設が主体になって、その診断過程が実施された場合）
　　正確な診断日が不詳の場合は、他施設での治療開始日、入院日なども可とする

他施設診断日は、
　定義の標準化と品質管理に必要なため

変更

●

分離
140

当該腫瘍に関して治療前の診断過程で、最も確かな検査が実施された日
　　　（自施設が主体になって、その診断過程を実施した場合）

自施設診断日は、
　定義の標準化と品質管理に必要なため

○ ○

変更

●

分離
150

1 自主的受診　2 他施設からの紹介
3 自施設で他疾患経過観察中　8その他　9 不明

患者の受療動態の把握に有用なため

変更

●

分離
154

1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例
8 上記以外での発見例　9 不明

患者の二次予防の受療動態の把握に有用な
ため

○ ○

変更

●

分離
161 1 自施設診断　2 他施設診断 診断日3項目（110、130、140）と合わせて、定

義の標準化と品質管理に必要なため

変更

●

分離
171

1 自施設で初回治療＊をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明

2 自施設で初回治療＊を開始

3 他施設で初回治療＊を開始後に、自施設に受診して初回治療＊を継続

4 他施設で初回治療＊を終了後に、自施設に受診

7 剖検＊＊（AIを含む）で初めて発見
8 その他（セカンドオピニオンなど）

診断施設と治療施設の多岐の組み合わせに
対応するため
＊初回治療
　　初回治療には、
　　（初回治療としての）経過観察を含む
**剖検
　　死亡時のAutopsy Imagingないしは
　　解剖所見により発見された場合を指す

182
診断及び初回治療・
経過観察が行われた
施設の別

1 自施設診断かつ自施設初回治療・経過観察
2 他施設診断かつ自施設初回治療・経過観察
3 自施設診断かつ他施設初回治療・経過観察
4 他施設診断かつ他施設初回治療・経過観察
（治療開始後に自施設に紹介）
8 その他
9 不明

診断施設

治療施設

診
断
情
報

101
診断時住所
（市町村）

診断時都道府県コード

診断時住所（詳細）

分類方法
項目
番号

項目名

141 診断日

当該腫瘍初診日

他施設診断日
（初回診断日）

自施設診断日

氏名（フリガナ）

氏名

性別

生年月日

153 来院・発見の経緯

0 自主
1 他の医療機関からの紹介
2 健診・がん検診・人間ドック
5 当該施設にて他疾患の経過観察中
8 その他　9 不明

来院経路

検診発見の有無

分類方法

基
本
情
報

患者ID番号

重複番号

40 氏名

がん診療連携拠点病院 院内がん登録　新標準登録様式（研究班案）

大
項
目

必須項目（2006年）

必須項目
との異同

新標準登録様式（案）

改定の説明
WHO
共通
項目

地域
がん
登録
共通
項目

項目
番号

項目名

 

 

 

 



200 診断名コード 原則的にICD-O-3の局在コードに従う 200
ICD-O-3 局在（T）コード4桁
「C169」のように「.」を含まずに入力する

○ ○

210 診断名テキスト 210 原発部位コードを補足する ○

◆ 新規
◆

220 １ 右側　２ 左側　４ 両側　８ 側性なし　９ 不明 多重がんの判定に不可欠であるため ○ ○

変更

●

区分
230

ステージ
（治療前UICC）

400 〇期　410 Ⅰ期　42０ Ⅱ期　43０ Ⅲ期　44０ Ⅳ期　49９ 不明　４77 該当せず
　※ 「該当なし」は対象部位以外または癌腫以外などの時に用いる

○

新規
◆

240
TNM分類
（UICC）T分類

10０ T0　101 Tis　102 Ta　110 T1　120 T2　130 T3　140 T4
150 TX　199 不明　177 該当せず

○

新規
◆

250
TNM分類
（UICC）N分類

200 N0　210 N1　220 N2　230 N3　240 N4　250 NX　299 不明　277 該当せず ○

新規
◆

260
TNM分類
（UICC）M分類

30０ Ｍ0　31０ Ｍ1　35０ ＭX　399 不明　377 該当せず ○

新規
◆ 270

ステージ（術後病理
学的・UICC)

400 〇期　410 Ⅰ期　420 Ⅱ期　430 Ⅲ期　440 Ⅳ期
460 手術なし　461 術前治療後　499 不明　477 該当せず

○

新規
◆ 280

pTNM分類
（UICC）pT分類

100 pT0　101 pTis　102 pTa　110 pT1　120 pT2　130 pT3　140 pT4
150 pTX　160 手術なし　161 術前治療後　199 不明　 177 該当せず

○

新規
◆

290
pTNM分類
（UICC）pN分類

200 pN0　210 pN1　220 pN2　230 pN3　240 pN4　250 pNX
260 手術なし　261 術前治療後　299 不明　277 該当せず

○

新規
◆

300
pTNM分類
（UICC）pM分類

300  pＭ0　310 pＭ1　320 pＭX
360 手術なし　361 術前治療後　399 不明　377 該当せず

○

変更

●

対象・区分
232 40 〇期　41 Ⅰ期　42 Ⅱ期　43 Ⅲ期　44 Ⅳ期　49 不明　77 該当せず

・肝癌については、UICC TNM分類と取扱い規
約の間に変換困難な違いがあるため

◆ 新規
◆

310 0 上皮内　1 限局　2 所属リンパ節　3 領域浸潤　4 遠隔転移　7 該当せず　9 不明 ○ ○

◆ 新規
◆

320
0 上皮内　1 限局　2 所属リンパ節　3 領域浸潤　4　遠隔転移
6 手術なし/術前治療後　7 該当せず　9 不明

○ ○

330 組織診断名コード 原則的にICD-O-3の形態コードに従う 330 ICD-O-3 形態（M）コード（６桁）　　8000/39　→　800039　の形で入力 ○ ○

340
組織診断名
テキスト

340 組織型コードを補足する ○

352 診断に寄与した検査

1 組織診断陽性　2 細胞診陽性
3 病理学的検査による診断
4 病理学的検査以外の検体検査による診断
5 がん病巣直視下の肉眼的所見による診断
6 放射線画像診断
9 不明または病理学的検査による診断の不明

変更
●

区分
353

1 原発巣の組織診　2 転移巣の組織診　3 細胞診
4 部位特異的腫瘍マーカー（AFP、HCG、VMA、免疫グロブリンの高値）
5 臨床検査　6 臨床診断　9 不明　　　　　　　　　※ ４にPSAは含まない

全国がん登録との連携に必要なため。
 ※ 全国がん登録の国際ルールに準拠した
　区分

○ ○

腫
瘍
情
報

原発部位コード

原発部位テキスト

部位の側性

231
治療前のステージ
（主要5部位）

0 0期
1 Ⅰ期
2 Ⅱ期
3 Ⅲ期
4 Ⅳ期
9 不明

治療前
（臨床）

分類

組織型コード

組織型テキスト

診断根拠（全経過）

・ステージのみの収集では、病期分類の改定
時に過去にさかのぼって対応できないため、
T,N,Mの収集も必要なため
・UICC TNM第7版では、多くの部位において、
我が国の取扱い規約との間の違いが大幅に
減少しているため
・区分の変更については、TNM分類の亜分類
に対応するため

術後
病理学的

分類

術後病理学的分類は、治療前分類を補足、修
正するものであり、治療前分類と術後病理学
的分類の収集は、UICC TNM分類の総則であ
るため

ステージ（治療前・取扱い規約）
　肝臓癌のみ、必ず入力

進展度（治療前）
全国がん登録との連携に必要なため
　（TNMから自動導出できる対応表を定義）
　※ 全国がん登録では、
　　あらゆる部位の病期を単純に把握する
　　指標が必要

進展度（術後病理学的）

大
項
目

必須項目（2006年）

必須項目
との異同

新標準登録様式（案）

改定の説明
WHO
共通
項目

地域
がん
登録
共通
項目

項目
番号

項目名 分類方法
項目
番号

項目名 分類方法

 

 



460
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

○ ○

新規
◆

461 （腫瘍に対しての最初の）外科的治療が自施設で施行された日

新規
◆

471
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

新規
◆

472
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

480
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

○ ○

新規
◆

461 （腫瘍に対しての最初の）体腔鏡的治療が自施設で施行された日

新規
◆

471
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

新規
◆

472
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

500
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

○ ○

新規
◆

501 （腫瘍に対しての最初の）内視鏡的治療が自施設で施行された日

新規
◆

511
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

新規
◆

512
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

◆ 新規
◆

520
1  原発巣切除　４ 姑息的な観血的治療　6 手術なし　9 不明
　※ 原発巣切除を伴わない転移巣切除の場合は、４ 姑息的治療に含める

○ ○

550
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

○ ○

新規
◆

551 （腫瘍に対しての最初の）内視鏡的治療が自施設で施行された日

新規
◆

561
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

新規
◆

562
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

560
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

○ ○

新規
◆

551 （腫瘍に対しての最初の）内視鏡的治療が自施設で施行された日

新規
◆

561
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

新規
◆

562
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

560 化学療法の有無 1 有　2 無　9 不明

化学療法（自施設）

内視鏡的治療（他施設）《自施設
受診前》

観血的（外科的・体腔鏡的・内視
鏡的）治療の範囲

550 放射線治療の有無 1 有　2 無　9 不明

放射線療法（自施設）

放射線療法の施行日（自施設）

放射線療法（他施設）《自施設受
診前》

放射線療法（他施設）《自施設受
診後》

化学療法の施行日（自施設）

化学療法（他施設）《自施設受診
前》

化学療法（他施設）《自施設受診
後》

体腔鏡的治療（他施設）《自施設
受診前》

・がん診療病院の地域での位置付け、
　役割分担の組合せが多岐であることが
　これまでに分かっており、
　患者個人の初回治療の全貌把握の
　ためには他施設での治療内容も含めた
　情報収集が求められているため。
・加えて、
　自施設の診療機能を把握するためには、
　自施設治療と他施設治療とを、
　治療の種類ごとに分けて情報収集する
　必要があるため。

外科的治療（他施設）《自施設受
診後》

480 体腔鏡的治療の有無 1 有　2 無　9 不明

体腔鏡的治療（自施設）

体腔鏡的治療（他施設）《自施設
受診後》

500

外科的治療（他施設）《自施設受
診前》

内視鏡的治療の施行日（自施設）

内視鏡的的治療（他施設）《自施
設受診後》

外科的治療の施行日（自施設）

体腔鏡的治療の施行日（自施設）

大
項
目

必須項目（2006年）

必須項目
との異同

新標準登録様式（案）

改定の説明
WHO
共通
項目

地域
がん
登録
共通
項目

項目
番号

項目名 分類方法
項目
番号

項目名 分類方法

初
回
治
療
情
報

　以下の　初回治療情報は、631症状緩和的治療を除き、
　　　「当該腫瘍の縮小・消失を目的に腫瘍に対して行われた初回治療」に限って施行「あり」とする。
　　　　当該腫瘍に対して最初に計画されたものでない治療は含まない。

460 外科的治療の有無 1 有　2 無　9 不明

外科的治療（自施設）

内視鏡的治療の有無 1 有　2 無　9 不明

内視鏡的治療（自施設）

 

 



◆
新規
◆

580
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

○ ○

新規
◆

591
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

新規
◆

592
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

◆ 625
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

○ ○

新規
◆

626
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

新規
◆

627
1 あり　2 なし
9 施行の有無不明

◆
新規
◆

630

631
1 自施設で施行　2 自施設での施行なし
9 施行の有無不明

640 生存最終確認日 640 予後調査を行って、最終来院日などにより生存が確認された日 ○

650 死亡日 650 ○ ○

◆
新規
◆

660 1 生存　2 死亡　9不明　※「不明」予後調査未実施の場合を含む

◆
新規
◆

720
1 来院情報　2 死亡退院情報　3 役場照会　4 全国がん登録情報
5 他施設照会　６ 本人・家族照会　8 その他　9 不明

861 最終更新日 削除

内分泌療法（他施設）《自施設受
診前》

内分泌療法（自施設）

内分泌療法には、前立腺癌の除睾術を含むな
ど、化学療法とは分けて情報収集する必要が
あるため

内分泌療法（他施設）《自施設受
診後》

その他の治療（自施設）
その他の治療には、免疫療法・BRM、TAE等の
血管塞栓術、PEIT、レーザーやラジオ波等に
よる焼灼治療、骨髄移植等、対腫瘍効果を期
待した治療を含む。その他の治療の割合の趨
勢の把握は、診療実態の把握に有用なため。

治療情報テキスト

予
後
情
報

生存最終確認日

死亡日

予後調査結果 比較可能な生存率の算出のためには、患者の
生死状況を、その根拠とともに把握することが
必要なため

予後調査方法

症状緩和的治療（自施設）

その他の治療（他施設）《自施設
受診前》

その他の治療（他施設）《自施設
受診後》

大
項
目

初
回
治
療
情
報

必須項目（2006年）

必須項目
との異同

新標準登録様式（案）

改定の説明
WHO
共通
項目

地域
がん
登録
共通
項目

項目
番号

項目名 分類方法
項目
番号

項目名 分類方法

 


